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2025 (令和７)年度（令和８年３月確定

申告分）について主な改正事項を紹介し

ます。 

年末調整の際にも確認しましたが、令

和７年12月１日からの改正で以下の４項

目が変更になっています。 

① 合計所得金額に応じた基礎控除額の

改正 

②給与所得控除について、55万円の最低 

保障額が65万円へ引き上げ 

③特定親族特別控除の創設 

④扶養控除等の所得要件の10万円の引き

上げ 

以下、詳細について述べていきます。 

 

１．合計所得金額に応じた基礎  
控除額の改正          
 合計所得金額が2,350万円以下である

場合の基礎控除額（改正前48万円）は、合

計所得金額に応じて10万円～47万円引き

上げられました。令和７年度の所得税の

基礎控除の額は、図表１のとおりとなり

ます。 

 

図表１ 

合計所得金額 基礎控除額 ( )は改正前 

～132万円以下 95万円 (48万円) 

132万円超 ～ 336万円以下 88万円 (48万円) 

336万円超 ～ 489万円以下 68万円 (48万円) 

489万円超 ～ 655万円以下 63万円 (48万円) 

655万円超 ～ 2,350万円以下 58万円 (48万円) 

2,350万円超 ～ 2,400万円以下 48万円 

2,400万円超 ～ 2,450万円以下 32万円 

2,450万円超 ～ 2,500万円以下 16万円 

2,500万円超 0円 

※令和７年中を通じて非居住者となる方について、合計所得金額が 

2,350万円以下の場合の基礎控除額は、一律58万円です。 

 

２．給与所得控除の最低保障額
の引き上げ           
給与所得控除の最低保障額が55万円か

ら65万円に引き上げられ、図表２のとお

りとなります。 

図表２ 

給与等の収入の金額 (Ａ)   給与所得控除額 

190万円以下 65万円 

190万円超 ～ 360万円以下 (Ａ)×30%＋8万円 

360万円超 ～ 660万円以下 (Ａ)×20%＋44万円 

660万円超 ～ 850万円以下 (Ａ)×10%＋110万円 

850万円超 195万円 



※(Ａ)の金額は「給与所得の源泉徴収票」の支払金額になります。 

源泉徴収票が複数ある場合は合計した金額になります。 

 

３．特定親族特別控除の創設   
19歳以上23歳未満（平成15年１月２日

～平成19年１月１日生）の扶養親族（以

下、「特定親族」という）がいる場合、63

万円の所得控除が受けられます。ただし、

その特定親族が扶養の範囲を超えた収入

があった場合、扶養から外れ、63万円の控

除が受けられなくなります。これが、働き

控えの一要因となっていたことから、特

定親族特別控除の創設がされることにな

りました。 

特定親族の合計所得金額に応じて図表

３の金額を控除が出来るようになりまし

た (非居住者は除きます) 。 

図表３ 

 特定親族の合計所得金額が85万円以下

（給与収入150万円以下）の場合は、今ま

でどおり63万円の控除が受けられます。 

 

 
 

また、85万円以上であっても123万円以下

（給与収入188万円以下）までは段階的に

所得控除が受けられます。 

なお、年末調整の際には概算で所得金



額を報告されているかと思われますが、

確定申告時には所得金額が確定している

ため、年末調整で算定した所得控除金額

と異なる場合には訂正が必要になります。 

 

４．扶養控除等の所得要件の10
万円引き上げ                  
基礎控除額の改正に伴い、図表４のと

おり、扶養控除等の対象となる扶養親族

等の所得要件が改正されました。 

図表４ 

 

５．注意事項          
１～４の改正については施行が令和７

年12月１日となっています。給与収入に

ついては年末調整を行った場合、また、年

金収入については令和７年12月支給の際

に調整され、所得税の精算がされていま

す。ただし、以下の場合には所得税の精算

がされていない場合があるので、確定申

告をする必要があります。 

・所得者が11月までに死亡し、準確定申告

を提出している場合 

・休職、産休等で12月の給与支給がない場

合（基礎控除額が昨年の基準での計算

になっている） 

 また、所得税については低所得者に対

して基礎控除額が大幅に引き上げられま

したが、住民税については基礎控除額の

変更はありません。そのため、所得税では

申告不要でも、住民税の申告が必要にな

る場合があります。 

 

６．その他の改正事項      
・令和６年度で適用があった定額減税の

制度は、１年限りの制度のため令和７

年度では適用はありません 

・令和６年度に住宅の購入をし、住宅ロー

ン控除を受けた方で、確定申告の際に

e-taxによる交付を希望した場合は、e-

taxメッセ－ジボックスにデータが格

納されていますので注意が必要になり

ます (電子交付) 。 

 

７．確定申告の申告期限     
・所得税の申告期限(納付期限) 

令和８年３月16日(月) 

・上記申告の振替納税日(口座引落) 

令和８年４月23日(木) 

・消費税の申告期限(納付期限)    

令和８年３月31日(火) 

・上記申告の振替納税日(口座引落) 

 令和８年４月30日(木) 

※振替納税を利用する場合は、事前に税

務署への届出が必要になります。 

 


